
令和８年度（令和７年分）給与支払報告書について、以下のような見直し等が行われ       令和８年度（令和７年分）給与支払報告書について、以下のような見直し等が行われ

ています。記載漏れや記載間違いにはご注意ください。                                ています。記載漏れや記載間違いにはご注意ください。 

① 「基礎控除」の見直し                                                          ① 「基礎控除」の見直し

→合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。（改正された範囲）       →合計所得金額に応じて、基礎控除額が改正されました。（改正された範囲）

※住民税における基礎控除の改正はありません。                   ※住民税上における基礎控除の改正はありません。

② 「給与所得控除」の見直し                            ②「給与所得控除」の見直し

→給与所得控除の最低保障額が５５万円から６５万円に引き上げられました。      →給与所得控除の最低保障額が５５万円から６５万円に引き上げられました。

③ 「扶養親族等の所得要件」の改正                         ③「扶養親族等の所得要件」の改正

→扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。          →扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件が改正されました。

④ 「特定親族特別控除」の創設                           ④「特定親族特別控除」の創設

→所得者が生計を一にする年齢１９歳以上２３歳未満かつ合計所得金額         →所得者が生計を一にする年齢１９歳以上２３歳未満かつ合計所得金額

５８万超１２３万円以下の親族を有する場合に受けられる控除です。          ５８万超１２３万円以下の親族を有する場合に受けられる控除です。

控除額は、その親族の合計所得金額に応じて変わります。               控除額は、その親族の合計所得金額に応じて変わります。

基礎控除の見直し等にご注意ください

参考に特定親族特別控除をつける場合の給報の記載箇所を

裏面に示しています。源泉徴収票への記載方法については

国税庁 HP等をご覧ください。

 国税庁 HP：令和 7年分 年末調整のしかた→

基礎控除の見直し等にご注意ください

※詳しくは国税庁ＨＰでご確認ください。

国税庁 HP：令和７年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について→

参考に特定親族特別控除をつける場合の給報の記載箇所を

裏面に示しています。源泉徴収票への記載方法については

国税庁 HP等をご覧ください。

 国税庁 HP：令和 7年分 年末調整のしかた→

※詳しくは国税庁ＨＰでご確認ください。

国税庁 HP：令和７年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について→



特定親族特別控除を付ける場合の記入箇所

・特定親族の人数

・特定親族特別控除の額

・特定親族の氏名および区分

特定親族特別控除を付ける場合の記入箇所

・特定親族の人数

・特定親族特別控除の額

・特定親族の氏名および区分


